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No. 質問事項 質問内容 回答

1
連携協議会と県内漁業関係団体からのヒアリ
ングを踏まえた年間実施計画について

委託仕様書の２の（１）の連携協議会につ
き、同協議会は年度ごとに設置、解散という
形をとっているのでしょうか。また、募集要
領の６の（３）アの（イ）のｂに「県内漁業
関係団体から適宜ヒヤリングを行うなどし
て、」とありますが、ヒヤリングを行うべき
漁業関係者は連携協議会に所属する関係者を
想定されていますか。

・連携協議会について、年度ごとに設置・解
散という形はとっておりません。
・ヒヤリングを行うべき漁業関係者につい
て、特に規定を定めておりません。

2 連携協議会について
委託仕様書２の（１）の連携協議会につき、
対面の会議開催を想定されていますか。

・会議の形式は特に定めておりません。

3 タレントの起用について

委託仕様書２の（２）のイのタレント起用に
関して、タレントの肖像利用期限について指
定はありますか。「ふくしま常磐ものナビ」
に掲載できる期間は、タレントとの契約期間
が影響してきますが、掲載は契約期間満了
日、あるいは今年度中いっぱいという認識で
よろしいでしょうか。

・指定は特にありませんが、少なくとも今年
度終了までとします。

4 番組の定義について

委託仕様書２の（２）のイに「情報発信は、
テレビ、ラジオでのミニ番組や新聞広告等に
よるものとし、」とありますが、「番組」の
定義についてご教示ください。「ふくしま魅
漁印」を拝見すると、60秒のラジオCMがアッ
プされています。テレビ、ラジオともに指定
の秒数程度のインフォマーシャル（CM）でも
ミニ番組に該当しますか。

・インフォマーシャル及びコマーシャルはミ
ニ番組に該当しません。

5 ミニ番組の秒数について
委託仕様書の２の（２）のウに「テレビでの
ミニ番組は、150秒程度の～」とありますが、
長くなる分には問題ないでしょうか。

・問題ありません。

6 運営体制について

委託仕様書の２の（３）のア及び募集要領の
４の参加資格に関連し、運営体制は法人格の
ない共同企業体（JV）形式でもよろしいで
しょうか。

・募集要領４に規定される参加資格を満たし
ていれば問題ありません。
【留意事項】JV形式での参加をする場合、募
集要領６（２）アについて、
　①（ア）に規定している参加表明書（様式
第３号）の提出は、代表者または連名により
JV１つにつき1部提出
　②（イ）に規定しているパンフレットの提
出は、JVに含まれるすべての企業について提
出
としてください。

7 特設ページの映像等について

委託仕様書の２の（２）のカに「カ　２
（２）ウで制作した内容を参考として、福島
県水産課所管のWEBサイト『ふくしま常磐もの
ナビ』上に、特設ページとして映像等を掲載
すること。」とありますが、放送するものと
配信するものは、参考にしていれば、必ずし
も“同一のもの”である必要はないでしょう
か。また、「特設ページ」を制作するのは受
託者でしょうか。

・「常磐ものナビ」に掲載する内容は、委託
仕様書２（２）ウで作成した内容を参考とし
ていれば形式は問いません。
・特設ページを制作するのは受託者です。

8 放送局について

委託仕様書２の（２）のウに「首都圏の放送
局１社以上」とありますが、地上波の想定で
しょうか。衛星局や独立放送局も対象になり
ますか。

・対象になります。

9 新聞広告について

委託仕様書２の（２）のオに「新聞広告は～
４種類以上制作し、これを新聞社１社以上で
１回以上掲載」とありますが、残り３種類の
活用方法について、どのような想定をしてい
ますか。制作した４種類以上の原稿を、それ
ぞれ１回以上掲載するという認識でよろしい
でしょうか。

・御認識のとおりです。

10 定量的な評価項目について

募集要領６の（３）アの（ウ）の事業効果の
設定と検証について、定量的な評価項目とい
うのは、使用する媒体のメディアデータの提
示やテレビ視聴率等の提示という認識でよろ
しいでしょうか。

・御認識のとおりです。
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11 評価項目について

募集要領６の（３）アの（ウ）の「定量的な
評価項目を設け、その項目の現状及び目標値
を設定してください」とありますが、仮に上
記（１０）の認識ではない場合、本件課題解
決へ向けてどのような項目を重視されている
かご教示ください。また、その項目の現状の
データを事前に共有いただくことはできます
か。

・回答１０のとおりです。

12 専従の定義について

募集要領６の（３）アの（エ）のCに「本業務
の遂行に当たっては、十分な経験を有する者
を総括責任者として専従させること」とあり
ますが、「専従」の定義をご教示ください。
「専ら」の意味と捉えてよろしいでしょう
か。

・「専ら」という意味と捉えていただいて差
支えありません。

13 連携協議会について

会の構成メンバー、及び、協議会長につい
て、具体的な指定はありますか。また、運営
方法（実施スタイル・頻度等）に決め事はあ
りますか。

・仕様書２（１）のとおり、漁業地域の市町
村、漁業者、県等から構成されていれば問題
ありません。また、協議会長についても規定
は特にありません。
・運営方法について、委託仕様書２（３）を
満たしていれば規定は特にありません。


